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北海道アルコール健康障害対策推進計画（素案たたき台）新旧対照表 
 

新（次期計画） 旧（現行計画） 備 考 

第Ⅰ章 計画の策定にあたって 

 

１ 計画策定の趣旨 

国においては、平成 25年 12月、「アルコール健康障害対策を総合的かつ計画的

に推進して、アルコール健康障害の発生、進行及び再発の防止を図り、あわせて

アルコール健康障害を有する者等に対する支援の充実を図り、もって国民の健康

を保護するとともに、安心して暮らすことのできる社会の実現に寄与すること」

を目的として、「アルコール健康障害対策基本法」（平成 25年法律第 109 号。以

下、「法」という。）が成立し、平成 26年６月に施行されました。また、平成 28

年５月 31日には、初めて法に基づく、アルコール健康障害対策推進基本計画（以

下、「基本計画」という。）が策定され、５年ごとに変更を加えつつ、基本計画に

基づく各種取組が講じられてきました。 

本道では、２期にわたって「北海道アルコール健康障害対策推進計画」を策定

し、アルコール健康障害対策に取り組んできたところであり、このたび、これま

での施策の推進状況や基本計画を踏まえ、引き続き、「アルコール健康障害の発

生、進行及び再発の各段階に応じた防止対策を適切に実施し、健康障害のある方

やその家族が日常生活を円滑に営むことができるよう支援すること、また、アル

コール健康障害に関連する問題への対応策との有機的な連携」という基本理念の

もと、本計画を策定することとしました。 

なお、本計画において「アルコール健康障害」とは、法第２条による「アルコ

ール依存症その他の多量の飲酒、未成年者の飲酒、妊婦の飲酒等の不適切な飲酒

の影響による心身の健康障害」と定義します。 

 

２ 計画の位置付け 

本計画は、法第 14 条に基づき、本道の実情に応じたアルコール健康障害対策を

進めるために策定するものであり、「北海道総合計画」が示す政策の基本的な方向

に沿って策定、推進する特定分野別計画です。 

道関係部局は、相互に連携して、この計画の推進に当たります。 

また、市町村、医療関係者、酒類の製造又は販売（飲用に供する事を含む）事業

者（以下「酒類関係事業者」という。）、健康増進事業実施者、道民の皆さんには、

それぞれの責務に基づき取組の推進について要請していきます。 

なお、道では、平成 30 年（2018年）12 月、（SDGs）のゴール等に照らした、本道

の直面する課題、独自の価値や強みを踏まえた「めざす姿」などを示した「北海道

（SDGs）推進ビジョン」を策定し、当該ビジョンに沿って、多様な主体と連携・協

働しながら、北海道全体で（SDGs）の推進を図ることとしています。 

本計画は、「持続可能な開発目標（SDGs）」の達成に資するものです。 

 

第Ⅰ章 計画の策定にあたって 

 

１ 計画策定の趣旨 

国においては、アルコール健康障害対策に関して、基本理念を定め、地方公共

団体等の責務を明らかにするとともに、総合的かつ計画的な対策を推進し国民の

健康を保護し、安心して暮らすことができる社会の実現を目的に、平成 25 年 12

月に「アルコール健康障害対策基本法」（以下、「基本法」という。）を制定し、平

成 28 年５月に施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、「アルコール健康障害

対策推進基本計画」（以下、「国の計画」という。）を策定しました。 

国の計画を踏まえ、本道では地域の実情に即した取組を推進するため、平成 29

年 12 月に「北海道アルコール健康障害対策推進計画」を策定し、これまで具体的

な施策を展開してきました。 

この度、これまでの施策の推進状況を踏まえ、「アルコール健康障害の発生、進

行及び再発の各段階に応じた防止対策を適切に実施し、健康障害のある方やその

家族が日常生活及び社会生活を円滑に営むことができるよう支援すること、ま

た、アルコール健康障害に関連する問題への対応策との有機的な連携」という基

本理念のもと、本計画を策定することとしました。 

 なお、本計画において「アルコール健康障害」とは、基本法第２条による「ア

ルコール依存症その他の多量の飲酒、未成年者の飲酒、妊婦の飲酒等の不適切な

飲酒の影響による心身の健康障害」と定義します。 

 

２ 計画の位置付け 

本計画は、基本法第 14 条に基づき、本道の実情に応じたアルコール健康障害対

策を進めるために策定するものであり、「北海道総合計画」が示す政策の基本的な

方向に沿って策定、推進する特定分野別計画です。 

道関係部局は、相互に連携して、この計画の推進に当たります。 

また、市町村、医療関係者、酒類の製造又は販売(飲用に供する事を含む)事業者

(以下「酒類関係事業者」という。)、健康増進事業実施者、道民の皆さんには、そ

れぞれの責務に基づき取組の推進について要請していきます。 

なお、本計画は「持続可能な開発目標(SDGs)」の達成に資するものです。 

※持続可能な開発目標(Sustainable Development Goals:SDGs) 2015 年９月に国連

で採択された、先進国を含む 2030 年までの国際社会全体の開発目標。17のゴール

(目標)とその下位目標である 169 のターゲットから構成 
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３ 計画の期間 

本計画の期間は、令和８年度から令和 12 年度までの５年間とします。 

 

４ 北海道の現状 

（１）飲酒者の状況 

○ 飲酒者のうち、生活習慣病のリスクを高める量（１日当たりの純アルコー

ル摂取量が男性 40ｇ以上、女性 20ｇ以上）を飲酒している者の割合につい

ては、令和４年度健康づくり道民調査によると、男性では22.4％（全国14.1％

（令和５年））、女性では 15.7％（全国 9.5％（令和５年））と、いずれも前回

（平成 28年度）より増加しています。 

○ 特定健康診査質問票による生活習慣病リスクを高める量を飲酒している

者は、平成 30年度と令和５年度を比較すると、男性は 23.4％（全国 19.6％）

から 19.6％(全国 16.0％)に減少しており、女性は 23.4％(全国 15.9％)から

24.1％(全国 17.1％)に増加となっております。男性は全国と同様に低下傾向

で、女性は全国と同様に増加傾向でありますが、男女ともに全国の数値を上

回っております。 

 ○ 20 歳未満の者の飲酒状況は、令和５年に道が実施した調査によると、中学 

３年生の男子では 0.6％（全国 1.7％（令和３年））、女子では 0.6％（全国 

2.7％(令和３年)）と、中学生では全国平均を下回っていますが、高校３年 

生の男子では 5.3％（全国 4.3％（令和３年））、女子では 3.5％（全国 2.9％ 

（令和３年））と高校生では全国平均より上回っています。 

○ 妊婦の飲酒の割合は、北海道母子保健業務実績（令和５年度実績）による 

と、1.0％（全国 1.0％）となっています。 

 

（２）アルコール性肝疾患の状況 

○ 患者調査（厚生労働省）による北海道内のアルコール性肝疾患の総患者数（調

査日現在において、継続的に治療を受けている者）は、平成８年の３千人から、

平成 29 年には１千人に減少しておりましたが、令和５年には２千人に増加し

ており、全国と同様に増加傾向となっています（全国数値：平成８年 5.9 万

人、平成 29 年 3.7 万人、令和５年 7.1 万人）。 

人口動態統計（厚生労働省）によると、アルコール性肝疾患の北海道内の死

亡数は、平成 11 年には 92 人であったものが、平成 28 年に 200 人を超え、令

和５年には 259人と年々増加しており、そのうちの 185人（71.4％）がアルコ

ール性肝硬変となっています。  

 

（３）アルコール依存症者の状況 

○ 令和６年に独立行政法人国立病院機構久里浜医療センターが実施した「飲

酒と生活習慣に関する調査」では、ＩＣＤ－10の基準における「生涯のアル

コール依存症が疑われる者」は、全体で 0.6％、また、「標準的な健診・保健

指導プログラム【平成 30 年度版】」に定められたＡＵＤＩＴ（オーディット：

アルコール使用障害スクリーニング）における「過去 1 年間にアルコール使

３ 計画の期間 

本計画の期間は、令和３年度から令和７年度までの５年間とします。 

 

４ 北海道の現状 

（１）飲酒者の状況 

○ 飲酒者のうち、生活習慣病のリスクを高める量（１日当たりの純アルコー

ル摂取量が男性 40ｇ以上、女性 20ｇ以上）を飲酒している者の割合につい

ては、平成 28 年度健康づくり道民調査によると、男性では 18.2％（全国

13.9％）、女性では 12.0％（全国 8.1％）となっています。 

 

○ 特定健康診査質問票による生活習慣病リスクを高める量を飲酒している

者は、平成 26 年度と平成 30 年度を比較すると、男性は 23.6％（全国 19.7％）

から 23.4％(全国 19.6％)で横ばい、女性は 22.2％(全国 15.3％)から 23.4％

(全国 15.9％)に増加となっております。 

 

 

○ 20 歳未満の者の飲酒状況は、平成 29 年に道が実施した調査によると、中

学３年生の男子では 1.3％（全国 7.2％）、女子では 1.2％（全国 5.2％）、高

校３年生の男子では 5.1％（全国 13.7％）、女子では 5.9％（全国 10.9％）

といずれも全国平均を下回っています。 

 

○ 妊婦の飲酒の割合は、北海道母子保健業務実績（平成 30 年度実績）によ

ると、0.8％（全国 1.2％）となっています。 

 

（２）アルコール性肝疾患の状況 

○ 患者調査（実施主体 厚生労働省）による北海道内のアルコール性肝疾患

の総患者数（調査日現在において、継続的に治療を受けている者）は、平成

８年の３千人から、平成 29 年には１千人に減少しており、全国と同様に減

少傾向となっていますが（全国数値 平成８年 5.9 万人 平成 29 年 3.7 万

人）、人口動態統計（実施主体 厚生労働省）によると、アルコール性肝疾患

の死亡数は、平成 11 年には 92 人であったものが、平成 29 年には 217 人と

増加しており、そのうちの 143 人（65.9％）がアルコール性肝硬変となって

います。 

 

 

（３）アルコール依存症者の状況 

○ 平成 25 年度の厚生労働省の研究班における調査では、全国のアルコール

依存症の生涯経験者（アルコール依存症の診断基準に該当する者又はかつて

該当したことがある者）は 109 万人と推計されました。 

    この結果を令和２年１月１日現在の北海道の人口に置き換えた場合、道内

のアルコール依存症の生涯経験者は、4.5 万人と推計することができます。

○計画期間修正 

 

 

○現状に係る記述を更

新・修正 
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用障害が疑われる者」は全体で 3.0％と推計されました。 

    この結果を令和６年１月１日現在の北海道の人口に置き換えた場合、ＩＣ

Ｄ－10 の基準における「生涯のアルコール依存症が疑われる者」は、2.6 万

人、ＡＵＤＩＴ（オーディット）における過去１年間にアルコール使用障害

が疑われる者」は 12.1万人と推計されます。 

○ アルコール依存症は、主に精神科の医療が必要な精神疾患ですが、道内の

精神科医療機関で入院や通院(持続可能で良質かつ適切な精神医療とモニタ

リング体制の確保に関する研究ＮＤＢ分析）により治療を受けている者は、

令和４年度は 5,186 人にとどまっており、多くの依存症者が精神科医療につ

ながっていないと推測されます。 

 

第Ⅱ章 計画の基本的な考え方 

 

１ 基本理念 

法第３条に規定されるように、アルコール健康障害対策は、アルコール健康障害

の発生、進行及び再発の各段階に応じた防止対策を適切に実施するとともに、アル

コール健康障害を有し、又は有していた者とその家族が日常生活及び社会生活を円

滑に営むことができるように支援することとし、その実施に当たっては、アルコー

ル健康障害が、飲酒運転、暴力、虐待、自殺等の問題に密接に関連することに鑑み、

アルコール健康障害に関連して生ずるこれらの問題の根本的な解決に資するため、

これらの問題に関する施策との有機的な連携が図られるよう、必要な配慮がなされ

るものとします。 

 

２ 国、地方公共団体、酒類関係事業者、国民（道民）等の責務  

 法第４条から第９条では、国、地方公共団体、酒類関係事業者、国民、医師等の

医療関係者、健康増進事業実施者の責務を次のように定めています。 

 

【国】 

法の基本理念にのっとり、アルコール健康障害対策を総合的に策定し、実施する。  

 

【地方公共団体】 

法の基本理念にのっとり、アルコール健康障害対策に関し、国との連携を図りつ

つ、その地域の状況に応じた施策を策定し、実施する。 

【酒類関係事業者】 

国及び地方公共団体が実施するアルコール健康障害対策に協力するとともに、そ

の事業活動を行うに当たって、アルコール健康障害の発生、進行及び再発の防止に

配慮するよう努める。 

【国民（道民）】 

アルコール関連問題（アルコール健康障害及びこれに関連して生ずる飲酒運転、

暴力、虐待、自殺等の問題をいう)に関する関心と理解を深め、アルコール健康障害

の予防に必要な注意を払うよう努めなければならない。 

これは、20 歳以上の人口の約１％に該当します。 

 

 

 

 

○ アルコール依存症は、主に精神科の医療が必要な精神疾患ですが、道内で

入院や通院(自立支援医療（精神通院医療）の利用）により治療を受けている

者は、平成 30 年度は 2,459 人にとどまっており、多くの依存症者が精神科

医療につながっていないと推測されます。 

 

 

第Ⅱ章 計画の基本的な考え方 

 

１ 基本理念 

基本法第３条に規定されるように、アルコール健康障害対策は、アルコール健康

障害の発生、進行及び再発の各段階に応じた防止対策を適切に実施するとともに、

アルコール健康障害を有し、又は有していた者とその家族が日常生活及び社会生活

を円滑に営むことができるように支援することとし、その実施に当たっては、アル

コール健康障害が、飲酒運転、暴力、虐待、自殺等の問題に密接に関連することに

鑑み、アルコール健康障害に関連して生ずるこれらの問題の根本的な解決に資する

ため、これらの問題に関する施策との有機的な連携が図られるよう、必要な配慮が

なされるものとします。 

 

２ 国、地方公共団体、酒類関係事業者、国民（道民）等の責務 

基本法第４条から第９条では、国、地方公共団体、酒類関係事業者、国民、医師

等の医療関係者、健康増進事業実施者の責務を次のように定めています。 

 

【国】 

基本法の基本理念にのっとり、アルコール健康障害対策を総合的に策定し、実施

する。 

【地方公共団体】 

基本法の基本理念にのっとり、アルコール健康障害対策に関し、国との連携を図

りつつ、その地域の状況に応じた施策を策定し、実施する。 

【酒類関係事業者】 

国及び地方公共団体が実施するアルコール健康障害対策に協力するとともに、そ

の事業活動を行うに当たって、アルコール健康障害の発生、進行及び再発の防止に

配慮するよう努める。 

【国民(道民)】 

アルコール関連問題(アルコール健康障害及びこれに関連して生ずる飲酒運転、

暴力、虐待、自殺等の問題をいう)に関する関心と理解を深め、アルコール健康障害

の予防に必要な注意を払うよう努めなければならない。 

○現状に係る記述を更

新・修正 
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【医師等の医療関係者】 

国及び地方公共団体が実施するアルコール健康障害対策に協力し、アルコール健

康障害の発生、進行及び再発の防止に寄与するよう努めるとともに、アルコール健

康障害に係る良質かつ適切な医療を行うよう努めなければならない。 

【健康増進事業実施者】 

国及び地方公共団体が実施するアルコール健康障害対策に協力するよう努めな

ければならない。 

 

３ 基本方針 

（１）正しい知識の普及や不適切な飲酒を防止する社会づくり 

飲酒に伴うリスクや、アルコール健康障害について、正しく理解した上で、お

酒と付き合っていける社会をつくるための教育・啓発の推進及び酒類関係事業者

による不適切な飲酒の誘引を防止する取組を促進します。 

（２）誰もが相談できる相談場所と、必要な支援につなげる相談支援体制づくり 

精神保健福祉センターや保健所を中心としたアルコール関連問題の相談支援

の場所を確保し、市町村等の関係機関や自助グループ及び民間団体との連携によ

り、適切な指導、相談、社会復帰の支援につなげる体制づくりを行います。 

（３）医療における質の向上と連携の促進  

アルコール健康障害の治療の拠点となる専門医療機関及び治療拠点機関を定

めるとともに、アルコール健康障害への早期介入を含め、一般医療機関と専門医

療機関との連携を推進します。 

（４）アルコール依存症者が円滑に回復、社会復帰するための社会づくり 

アルコール依存症者の回復、社会復帰が円滑に進むよう、社会全体でアルコー

ル依存症並びにその回復及び社会復帰について、理解を促進します。 

 

４ 重点目標 

 

 

 

 

〔数値目標〕  

飲酒に伴うリスクに関する知識の普及を徹底することにより、以下の３つの目標

を達成します。（北海道健康増進計画「すこやか北海道 21」に準拠） 

① 生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者の割合を減少します。 

② 20 歳未満の者の飲酒をなくします。 

③ 妊娠中の飲酒をなくします。 

 

 

 

 

 

【医師等の医療関係者】 

国及び地方公共団体が実施するアルコール健康障害対策に協力し、アルコール健

康障害の発生、進行及び再発の防止に寄与するよう努めるとともに、アルコール健

康障害に係る良質かつ適切な医療を行うよう努めなければならない。 

【健康増進事業実施者】 

国及び地方公共団体が実施するアルコール健康障害対策に協力するよう努めな

ければならない。 

 

３ 基本方針 

（１）正しい知識の普及や不適切な飲酒を防止する社会づくり 

飲酒に伴うリスクや、アルコール健康障害について、正しく理解した上で、お

酒と付き合っていける社会をつくるための教育・啓発の推進及び酒類関係事業者

による不適切な飲酒の誘引を防止する取組を促進します。 

（２）誰もが相談できる相談場所と、必要な支援につなげる相談支援体制づくり 

精神保健福祉センターや保健所を中心としたアルコ-ル関連問題の相談支援の

場所を確保し、市町村等の関係機関や自助グループ及び民間団体との連携によ

り、適切な指導、相談、社会復帰の支援につなげる体制づくりを行います。 

（３）医療における質の向上と連携の促進 

アルコール健康障害の治療の拠点となる専門医療機関及び治療拠点機関を定

めるとともに、アルコール健康障害への早期介入を含め、一般医療機関と専門医

療機関との連携を推進します。 

（４）アルコ-ル依存症者が円滑に回復、社会復帰するための社会づくり 

アルコール依存症者の回復、社会復帰が円滑に進むよう、社会全体でアルコー

ル依存症並びにその回復及び社会復帰について、理解を促進します。 

 

４ 重点目標 

 

 

 

 

〔数値目標〕  

飲酒に伴うリスクに関する知識の普及を徹底することにより、以下の３つの目標

を達成します。（北海道健康増進計画「すこやか北海道 21」に準拠） 

① 生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者の割合を減少します。 

① 20歳未満の者の飲酒をなくします。 

③ 妊娠中の飲酒をなくします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重点目標１  飲酒に伴うリスクに関する知識の普及を徹底し、将来にわたるアル 

コール健康障害の発生を予防します。 

重点目標１  飲酒に伴うリスクに関する知識の普及を徹底し、将来にわたるアル 

コール健康障害の発生を予防します。 
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〔数値目標〕 

① 相談拠点である道立精神保健福祉センター及び道立保健所並びに保健所設

置市について、周知を促進します。 

② アルコール依存症に対する適切な医療を提供することができる専門医療機

関及び治療拠点機関を選定し、医療体制を整備します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔数値目標〕 

① 相談拠点である精神保健福祉センター及び道立保健所について、周知を促進 

します。 

② アルコール健康障害に対する適切な医療を提供することができる専門医療 

機関及び治療拠点機関を指定し、医療体制を整備します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○現状値を更新 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○現状値を更新 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

性別 現状値（％）

男性 22.4 17.7 以下

女性 15.7 8.2 以下

飲酒経験のある未成年者の割合（過去１か月）　※２

男子 0.6

女子 0.6

男子 5.3

女子 3.5

妊婦の飲酒率　※３ 1.0

生活習慣病のリスクを高める量（一日当たりの純アルコール
摂取量が男性40ｇ以上、女性20ｇ以上）を飲酒している者の
割合（20歳以上）　※１

目 標 値（％）指　　標

ア　中学３年生

イ　高校３年生

0

0

0

0

0

指　　標 現　状　値 目　標　値

精神保健福祉センター： １４１件　※１

保健所： ６６８件　※２

　【専門医療機関】 　【専門医療機関】

　道央：１３機関　　　道北：２機関 　第三次医療圏域に１か所以上

　十勝：１機関

　【治療拠点機関】 　【治療拠点機関】

　道内：１機関 　道内に１か所以上

アルコール健康障害に
関する相談件数

専門医療機関及び
治療拠点機関の選定

相談件数の増

指　　標 現　状　値 目　標　値

精神保健福祉センター： ９１件　※１

保健所： ４７０件　※２

　【専門医療機関】 　【専門医療機関】

　道央：１３機関　　　道北：２機関 　第三次医療圏域に１か所以上

　十勝：１機関

　【治療拠点機関】 　【治療拠点機関】

　道内：１機関 　道内に１か所以上

アルコール健康障害に
関する相談件数

相談件数の増

専門医療機関及び
治療拠点機関の選定

※１   令和４年度健康づくり道民調査 

※２   令和５年度北海道調査（保健福祉部） 

※３   北海道母子保健業務実績（令和６年度実績） 

※１ 令和５年度衛生行政報告例 道立及び札幌市精神保健福祉センターにおける相談延人数 

※２ 令和５年度地域保健・健康増進事業報告 道立、旭川市、函館市及び小樽市保健所における精神保健

福祉相談被指導延人員 

重点目標２  アルコール健康障害に関する予防及び相談から治療、回復支援に

至る切れ目のない支援体制を整備します。 

 

※１   平成２８年度健康づくり道民調査 

※２   平成２９年度北海道調査（保健福祉部） 

※３   北海道母子保健業務実績（平成３０年度実績） 

※１ 平成３０年度衛生行政報告例 道立及び札幌市精神保健福祉センターにおける相談延人数 

※２ 平成２９年度地域保健・健康増進事業報告 道立、旭川市、函館市及び小樽市保健所における精神保健

福祉相談被指導延人員 

重点目標２  アルコール健康障害に関する予防及び相談から治療、回復支援に

至る切れ目のない支援体制を整備します。 
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〔数値目標〕 

医療機関や相談機関において、適切な治療や相談対応ができるよう従事者の育

成に努めます。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

第Ⅲ章 施策体系 

 

１ 発生予防（一次予防） 

（１）教育、広報等による普及啓発の推進 

 ［現状と課題］ 

飲酒に伴うリスクについては、これまでも教育や啓発が行われてきました

が、生活習慣病のリスクを高める量の飲酒をする者は男女ともに増えており、

法律で飲酒が禁止されている 20 歳未満の者や、飲酒すべきではないとされる

妊娠中の飲酒は、ゼロになっていません。 

また、高齢者や女性の飲酒による健康問題についても世代や性別の特性に伴

うリスクがあるため、高齢者の過度な飲酒が脳血管障害・骨折・認知症等の強

力なリスク因子になること、女性の飲酒には「血中アルコール濃度が高くなり

やすい」「早期に肝硬変やアルコール依存症になりやすい」、妊婦の飲酒は「胎

児性アルコール症候群などのリスクを増大させる」といった特有の飲酒リスク

について、正しい知識の普及が必要です。 

習慣的な多量飲酒のみならず、一時多量飲酒がアルコール関連問題の発生要

因となり得ることへの正しい知識の普及が必要です。 

小・中・高等学校の学校教育においては、学習指導要領に基づき、飲酒、薬 

物などは心身の健康や社会に深刻な影響を与えるため、個人や社会環境への対

策が必要であることを教育しています。 

断酒会等の自助グループは、要請のあった際には体験談や活動紹介などアル

コール依存症に関する正しい知識等の普及啓発に取り組んでいます。 

アルコール依存症については、社会全体の理解が未だ十分ではなく、誤解や

偏見により、本人や家族が、アルコール依存症であることを認めたがらないと

いった指摘があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第Ⅲ章 施策体系 

 

１ 発生予防（一次予防） 

（１）教育、広報等による普及啓発の推進 

 ［現状］ 

飲酒に伴うリスクについては、これまでも教育や啓発が行われてきました

が、法律で飲酒が禁止されている 20 歳未満の者や、飲酒すべきではないとさ

れる妊婦の飲酒は、ゼロになっていません。 

また、高齢者や女性の飲酒による健康問題についても世代や性別の特性に伴

うリスクがあるため、高齢者の過度な飲酒が脳血管障害・骨折・認知症等の強

力なリスク因子になること、女性の飲酒には「血中アルコール濃度が高くなり

やすい」「早期に肝硬変やアルコール依存症になりやすい」、妊婦の飲酒は「胎

児性アルコール症候群などのリスクを増大させる」といった特有の飲酒リスク

について、正しい知識の普及が必要です。 

習慣的な多量飲酒のみならず、一時多量飲酒がアルコール関連問題の発生要

因となり得ることへの正しい知識の普及も必要です。 

小・中・高等学校の学校教育においては、学習指導要領に基づき、飲酒、薬

物などは心身の健康や社会に深刻な影響を与えるため、個人や社会環境への対

策が必要であることを教育しています。 

断酒会等の自助グループは、要請のあった際には体験談や活動紹介などアル

コール依存症に関する正しい知識等の普及啓発に取り組んでいます。 

アルコール依存症については、社会全体の理解が未だ十分ではなく、誤解や

偏見により、本人や家族が、アルコール依存症であることを認めたがらないと

いった指摘があります。 

 

 

○重点目標を追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○現状と課題に係る記述

を修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指　　標 現　状　値 目　標　値

医療機関：42か所（86名）

相談機関：117か所（187名）

※R6年度時点

研修会受講機関及び
受講者数の増

医療機関、相談機関の研修会
受講機関及び受講者数

※1

重点目標３  アルコール健康障害対策の基盤整備をします。 

※１ 治療拠点機関が実施する依存症支援者研修等受講者数及び相談拠点(道立精神保健福祉センター)が

実施する依存症研修受講者数（精神保健福祉センター年報）の合計 
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［目標］ 

道民一人ひとりがアルコール健康障害を「我が事」と認識できるよう、飲酒

に伴うリスクに関するきめ細かな啓発の推進やアルコール健康障害に関する

適切な認識の普及を目標として以下の施策を実施します。 

［具体的な取組］ 
○20 歳未満の者、若い世代、妊産婦を含む女性や高齢者等への飲酒のリスクに

関する教育や啓発の推進 

 ・学校教育においては、引き続き、飲酒が心身に及ぼす影響等を正しく認識

させ、20 歳未満の段階では飲酒をしないという判断力や態度、生涯にわた

って健康の保持増進する資質・能力を養うよう教育を実施します。 

・20 歳未満の者や大学生などの若い世代に対して、飲めない体質や飲酒のリ

スク等アルコール健康障害に関する啓発資料の作成、配布や自助グループ

の当事者等を講師とした学習機会等を通じて、アルコール健康障害に対す

る正しい知識の普及啓発を図ります。 

 ・「青少年の被害・非行防止道民総ぐるみ運動強調月間」（７月）、「秋のこど

もまんなか月間」（11 月）等の啓発イベントを活用して、20歳未満の者を

対象とした普及啓発活動を推進します。 

 ・市町村や関係機関と連携し、母子手帳交付時や健診等を活用して、妊産婦

や子育て中の母親に対し、飲酒の有無の確認や飲酒が自分自身や胎児・乳

児に及ぼすリスクについて説明し、妊娠中や授乳期間の禁酒や、適正飲酒

についての保健指導が行われるよう促すとともに、家族間で共有し、未然

に防ぐことができるよう促します。 

 ・市町村や地域包括支援センター等と連携し、高齢者に対し、過度な飲酒が

自分自身の健康問題を引き起こすリスクになることを説明し、節度ある適

度な飲酒を心がけるよう促します。 

 ・特定健診・特定保健指導の実施においては、医療保険者及び産業医と連携

し、飲酒習慣や飲酒量を確認し、適度な飲酒についての保健指導が行われ

るよう促します。 

○依存症に対する誤解や偏見の解消に向けた正しい知識・理解の啓発の推進 

・厚生労働省が作成した「健康に配慮した飲酒に関するガイドライン」（令

和６年２月公表）を活用し、道民に広く、飲酒に伴うリスクに関する知識

の普及を図ります。 

・アルコール関連問題啓発週間（11月 10日～16 日）において、自助グルー

プや各種団体等を通じて、20歳未満の者、若い世代、妊産婦を含む女性、

高齢者など特有の影響に留意すべき者の飲酒に伴うリスクや適度な飲酒

に関する正しい知識、アルコール依存症の初期症状等について普及啓発を

図ります。 

・アルコール依存症は、飲酒をしていれば、誰でもなる可能性があること、

飲酒をコントロールできなくなる精神疾患であること、家族等の周囲にも

影響を及ぼすこと、及び治療や断酒に向けた支援を行うことにより十分回

復しうること、について普及啓発を図ります。 

［目標］ 

道民一人ひとりがアルコール健康障害を「我が事」と認識できるよう、飲酒

に伴うリスクに関するきめ細かな啓発の推進やアルコール健康障害に関する

適切な認識の普及を目標として以下の施策を実施します。 

［具体的な取組］ 

○20 歳未満の者、若い世代、妊産婦、女性や高齢者等への飲酒のリスクに関す

る教育や啓発の推進 

・学校教育においては、引き続き、飲酒が心身に及ぼす影響等を正しく認識

させ、20 歳未満の段階では飲酒をしないという判断力や態度、生涯にわた

って健康の保持増進する資質・能力を養うよう教育を実施します。 

・20 歳未満の者や大学生などの若い世代に対して、飲めない体質や飲酒のリ

スク等アルコール健康障害に関する啓発資料の作成、配布や自助グループ

の当事者等を講師とした学習機会等を通じて、アルコール健康障害に対す

る正しい知識の普及啓発を図ります。   

・「青少年の非行・被害防止道民総ぐるみ運動強調月間」（７月）、「子供・若

者育成支援強化月間」（11 月）等の啓発イベントを活用して、20 歳未満の

者を対象とした普及啓発活動を推進します。 

 ・母子手帳交付時等において、市町村と連携し、妊婦に対して飲酒の有無の

確認や飲酒が自分自身や胎児・乳児に及ぼすリスクについて説明し、妊娠

中や授乳期間の禁酒についての保健指導が行われるよう促すとともに、家

族間で共有し、未然に防ぐことができるよう促します。 

 

 ・市町村と連携し、高齢者に対し、過度な飲酒が自分自身の健康問題を引き

起こすリスクになることを説明し、節度ある適度な飲酒を心がけるよう促

します。 

 ・特定健診・特定保健指導の実施においては、医療保険者及び産業医と連携

し、飲酒習慣や飲酒量を確認し、適度な飲酒についての保健指導が行われ

るよう促します。 

○依存症に対する誤解や偏見の解消に向けた正しい知識・理解の啓発の推進 

 

 

 

・アルコール関連問題啓発週間（11月 10 日～16 日）において、自助グルー

プや各種団体等を通じて、20歳未満の者、若い世代、妊産婦、女性、高齢

者など特有の影響に留意すべき者の飲酒に伴うリスクや適度な飲酒に関

する正しい知識、アルコール依存症の初期症状等について普及啓発を図り

ます。 

・アルコール依存症は、飲酒をしていれば、誰でもなる可能性があること、

飲酒をコントロールできなくなる精神疾患であること、家族等の周囲にも

影響を及ぼすこと、及び治療や断酒に向けた支援を行うことにより十分回

復しうること、について普及啓発を図ります。 

 

 

 

 

 

○具体的な取組に係る記

述を修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○国が作成したガイドラ

インの活用について追加 
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・アルコール依存症に関する正しい知識と理解の促進について、自助グルー

プと連携し、当事者の体験談や講演、活動の紹介を行うなど効果的な知識

の普及につながるよう各種機会を通じて普及啓発を図ります。 

・がんや循環器疾患をはじめとする生活習慣病や睡眠に及ぼす飲酒の影響や

その他のアルコール関連問題に関する情報をホームページ等の周知ツー

ルを用いて、職域・地域を含む社会全体に対し周知します。 

 ・アルコール健康障害に関連して生ずる飲酒運転、暴力、虐待、自殺等の防

止に資するため、飲酒が身体運動機能や認知機能に及ぼす影響や、飲酒の

結果、理性の働きが抑えられること等の正しい知識の普及に取り組みま

す。 

 

（２）不適切な飲酒の誘引の防止 

 ［現状と課題］ 

アルコール健康障害の発生防止には、不適切な飲酒を誘引しない社会を形成

していくことが必要であり、これまでも、20 歳未満の者への酒類販売・供与・

提供の禁止の周知や、違反者に対する指導・取締りを行ってきました。 

また、酒類関係事業者において、商品の広告や表示に関する自主基準を遵守

し、その取組を進めています。 

 ［目標］ 

市町村及び酒類関係事業者等と連携し、社会全体で、不適切な飲酒の誘引を

防止することを目標として以下の施策を実施します。 

［具体的な取組］ 

○20 歳未満の者への販売禁止、酒類提供禁止の周知徹底 

   ・風俗営業管理者等に対し、管理者講習等を通じて 20 歳未満の者への酒類

提供の禁止の周知を徹底します。 

   ・風俗営業を営む者による営業所での 20 歳未満の者への酒類販売・供与に

ついて、指導・取締りを強化します。 

   ・酒類を飲用等した少年の補導の強化とその後の指導等を行います。 

   ・20 歳未満の者及びその家族へ不適切な飲酒を誘引しない啓発活動として、

市町村及び酒類関係事業者等と連携し「未成年者飲酒防止・飲酒運転撲滅

キャンペーン」を実施します。 

 

２ 進行予防（二次予防） 

（１）健康診断及び保健指導 

 ［現状と課題］ 

   アルコール健康障害を予防するためには、早期介入が重要であり、また、国

内における減酒支援（ブリーフインターベンション）に関する知見も蓄積しつ

つあり、早期介入のため、職域や市町村など様々な機関において減酒支援の普

及、実施を推進する必要があります。 

   アルコール健康障害予防については、道内の保健所を中心として、各地域の

実情に応じた取組を進める必要があります。 

 ・アルコール依存症に関する正しい知識と理解の促進について、自助グルー

プと連携し、当事者の体験談や講演、活動の紹介を行うなど効果的な知識

の普及につながるよう各種機会を通じて普及啓発を図ります。 

 ・がんや循環器疾患をはじめとする生活習慣病や睡眠に及ぼす飲酒の影響や

その他のアルコール関連問題に関する情報をホームページ等の周知ツー

ルを用いて、職域・地域を含む社会全体に対し周知します。 

 ・アルコール健康障害に関連して生ずる飲酒運転、暴力、虐待、自殺等の防

止に資するため、飲酒が身体運動機能や認知機能に及ぼす影響や、飲酒の

結果、理性の働きが抑えられること等の正しい知識の普及に取り組みま

す。 

 

（２）不適切な飲酒の誘引の防止 

 ［現状］ 

アルコール健康障害の発生防止には、不適切な飲酒を誘引しない社会を形成

していくことが必要であり、これまでも、20 歳未満の者への酒類販売・供与・

提供の禁止の周知や、違反者に対する指導・取締りを行ってきました。 

また、酒類業界において、商品の広告や表示に関する自主基準を遵守し、そ

の取組を進めています。 

 ［目標］ 

市町村及び酒類関係事業者等と連携し、社会全体で、不適切な飲酒の誘引を

防止することを目標として以下の施策を実施します。 

［具体的な取組］ 

○20 歳未満の者への販売禁止、酒類提供禁止の周知徹底 

・風俗営業管理者等に対し、管理者講習等を通じて 20 歳未満の者への酒類

提供の禁止の周知を徹底します。 

   ・風俗営業を営む者による営業所での 20 歳未満の者への酒類販売・供与に

ついて、指導・取締りを強化します。 

   ・酒類を飲用等した少年の補導の強化とその後の指導等を行います。 

 ・20 歳未満の者及びその家族へ不適切な飲酒を誘引しない啓発活動として、

市町村及び酒類関係事業者等と連携し「未成年者飲酒防止・飲酒運転撲滅

キャンペーン」を実施します。 

 

２ 進行予防（二次予防） 

（１）健康診断及び保健指導 

 ［現状］ 

   アルコール健康障害を予防するためには、早期介入が重要であり、また、国

内における減酒支援（ブリーフインターベンション）に関する知見も蓄積しつ

つあり、早期介入のため、職域や市町村など様々な機関において減酒支援の普

及、実施を推進する必要があります。 

   アルコール健康障害予防については、道内では保健所を中心とした先進的な

取組を進めている地域があり、各地域の実情に応じた取組を進める必要があり

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○現状と課題に係る記述

を修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○現状と課題に係る記述

を修正 
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また、労働者から相談があった場合等に適切な機関に繋ぐことができるよ

う、産業保健スタッフ等に対して、アルコール健康障害に関する啓発を進めて

いくことが重要です。 

 

［目標］ 

   地域及び職域におけるアルコール健康障害予防のための体制の整備、専門医

療機関等との連携の強化を目標として、以下の施策を実施します。 

［具体的な取組］ 

○健康診断や保健指導等を機会とした早期介入・早期治療 

・健康診断や保健指導等においては、医療保険者及び産業医等と連携し、Ａ

ＵＤＩＴ（オーディット）を実施し、アルコール依存症が疑われる者には、

アルコール依存症の治療を行う医療機関への受診につなげる必要性があ

ることを健康診断や保健指導に従事する者に周知します。 

 

 

・市町村及び専門医療機関と連携し、市町村や地域包括支援センター等によ

る高齢者支援における早期介入、早期治療につなげられるよう連携体制の

構築を図ります。 

○早期介入できる人材の育成と支援機関の連携 

・健康診断や保健指導に従事する者が、問題飲酒はあるがアルコール依存症

までには至っていないと判断された者に対し、適切な減酒支援等を実施で

きるよう、国の研究成果を踏まえ、研修会を通じて人材育成を行います。 

・アルコール依存症をはじめアルコール健康障害が疑われる者に対して、減

酒や断酒に向けた支援を行うため、精神保健福祉センターや保健所、専門

医療機関、自助グループ等の連携づくりを進めます。 

〇職域における対応の促進 

・アルコール健康障害に関する産業保健スタッフ等への研修や人事労務担当

者等を対象とした事業者向けセミナーの充実を図ります。 

 

（２）医療の充実等 

 ［現状と課題］ 

   道内のアルコール健康障害の治療を専門に行う医療機関は 16 機関（令和７

年８月現在）にとどまっており、こうした医療機関の整備と医療従事者の養成、

質の向上などが求められています。 

   アルコール依存症の治療を行う医療機関とアルコール健康障害を有する者

の受診が少なくないとの意見がある内科等のかかりつけ医や産業医等の連携

する仕組みが十分ではないため、アルコール依存症の当事者は重症化してから

治療につながる傾向にあります。 

 ［目標］ 

アルコール依存症をはじめとするアルコール健康障害の当事者が、質の高い

医療を受けられるよう、専門医療機関及び治療拠点機関の機能を明確化し、地

ます。 

また、労働者から相談があった場合等に適切な機関に繋ぐことができるよ

う、産業保健スタッフ等に対して、アルコール健康障害に関する啓発を進めて

いくことが重要です。 

［目標］ 

   地域及び職域におけるアルコール健康障害予防のための体制の整備、専門医

療機関等との連携の強化を目標として、以下の施策を実施します。 

［具体的な取組］ 

  〇健康診断や保健指導等を機会とした早期介入・早期治療 

  ・健康診断や保健指導等においては、医療保険者及び産業医等と連携し、「標

準的な健診・保健指導プログラム【平成 30 年度版】」に定められたアルコ

ール使用障害スクリーニング（ＡＵＤＩＴ）を実施し、アルコール依存症

が疑われる者には、アルコール依存症の治療を行う医療機関への受診につ

なげる必要性があることを健康診断や保健指導に従事する者に周知しま

す。 

  ・市町村及び依存症専門医療機関と連携し、市町村保健師や地域包括支援セン

ターによる高齢者支援における早期介入、早期治療につなげられるよう連携

体制の構築を図ります。 

〇早期介入できる人材の育成と支援機関の連携 

・健康診断や保健指導に従事する者が、問題飲酒はあるがアルコール依存症

までには至っていないと判断された者に対し、適切な減酒支援等を実施で

きるよう、国の研究成果を踏まえ、研修会を通じて人材育成を行います。 

・アルコール依存症をはじめアルコール健康障害が疑われる者に対して、減

酒や断酒に向けた支援を行うため、精神保健福祉センターや保健所、専門

医療機関、自助グループ等の連携づくりを進めます。 

〇職域における対応の促進 

・アルコール健康障害に関する産業保健スタッフ等への研修や人事労務担当

者等を対象とした事業者向けセミナーの充実を図ります。 

 

（２）医療の充実等 

［現状］ 

道内のアルコール健康障害の治療を専門に行う医療機関は 16 機関（令和２

年３月現在）にとどまっており、こうした医療機関の整備と医療従事者の養成、

質の向上などが求められています。 

アルコール依存症の治療を行う医療機関とアルコール健康障害を有する者

の受診が少なくないとの意見がある内科等のかかりつけ医や産業医等の連携

する仕組みが十分ではないため、アルコール依存症の当事者は重症化してから

治療につながる傾向にあります。 

［目標］ 

アルコール依存症をはじめとするアルコール健康障害の当事者が、質の高い

医療を受けられるよう、専門医療機関及び治療拠点機関の機能を明確化し、地

 

 

 

 

 

 

 

○具体的な取組に係る記

述を修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○現状と課題に係る記述
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域において必要な専門医療機関及び治療拠点機関の整備、かかりつけ医や産業

医等との医療連携の推進を目標として、以下の施策を実施します。 

 

［具体的な取組］ 

○専門医療機関及び治療拠点機関の整備 

・専門医療機関について、精神科医療機関への働きかけを強化し、整備に向

けた取組を進めます。 

・道が定めた選定基準によるアルコール依存症の治療及び医療連携の拠点と

なる専門医療機関及び治療拠点機関の質の向上に向けて取組を進めます。 

  

○アルコール健康障害に係る医療の質の向上 

・アルコール依存症が疑われる者を適切な治療に結び付けるため、内科等の

かかりつけ医や産業医等に対して、早期介入の手法を含むアルコール依存

症等の研修を実施します。 

・内科、産婦人科をはじめとする関係診療科の医療従事者に対し、依存症、

生活習慣病、女性の飲酒の影響等、アルコール健康障害に関する知識、家

族への支援や自助グループ等との連携の重要性について周知を図ります。 

  ・アルコール健康障害に係る治療やリハビリテーション、相談に関わる医師、

作業療法士やソーシャルワーカー、心理職などの医療従事者の人材育成を

図ります。 

○医療連携の推進 

・専門医療機関及び治療拠点機関を中心に、内科等のかかりつけ医や産業医、

アルコール依存症の治療を実施していない精神科医療機関、民間団体等の

関係機関との連携強化を図ります。 

  ・内科・救急等の一般医療、総合病院、専門医療機関、相談拠点、自助グル

ープ等の関係機関の連携体制（ＳＢＩＲＴＳ）の構築を推進します。 

 

（３）飲酒運転等をした者に対する指導等 

 ［現状と課題］ 

   飲酒運転を繰り返す者には、その背景にアルコール依存症の問題がある可能

性があること、また、アルコール依存症が自殺の危険因子の一つであることが

指摘されています。さらに、飲酒の結果、理性の働きが抑えられること等によ

る暴力との関係、身体運動機能や認知機能が低下することによる様々な事故と

の関連も指摘されています。 

   このため、アルコール健康障害に関連して飲酒運転、暴力行為、虐待、自殺

未遂等をした者やその家族に対し、必要に応じて、適切な支援をしていくこと

が求められています。 

 ［目標］ 

   飲酒運転等をした者やその家族について、精神保健福祉センターや保健所等

を中心とした地域の関係機関の連携により、適切な支援につなぐ体制を構築す

ることを目標として以下の施策を実施します。 

域において必要な専門医療機関及び治療拠点機関の整備、かかりつけ医や産業

医等との医療連携の推進を目標として、以下の施策を実施します。 

 

［具体的な取組］ 

○専門医療機関及び治療拠点機関の整備 

 

 

・道が定めた選定基準によるアルコール健康障害の治療及び医療連携の拠点

となる専門医療機関及び治療拠点機関の質の向上に向けて取組を進めま

す。 

○アルコール健康障害に係る医療の質の向上 

・アルコール依存症が疑われる者を適切な治療に結び付けるため、内科等の

かかりつけ医や産業医等に対して、早期介入の手法を含むアルコール依存

症等の研修を実施します。 

・内科、産婦人科をはじめとする関係診療科の医療従事者に対し、依存症、

生活習慣病、女性の飲酒の影響等、アルコール健康障害に関する知識、家

族への支援や自助グループ等との連携の重要性について周知を図ります。 

・アルコール健康障害に係る治療やリハビリテーション、相談に関わる作業

療法士やソーシャルワーカー、心理職などの医療従事者の人材育成を図り

ます。 

○医療連携の推進 

・専門医療機関及び治療拠点機関を中心に、内科等のかかりつけ医や産業医、

アルコール健康障害の治療を実施していない精神科医療機関、民間団体等

の関係機関との連携強化を図ります。 

・内科・救急等の一般医療、総合病院、専門医療機関、相談拠点、自助グル

ープ等の関係機関の連携体制（ＳＢＩＲＴＳ）の構築を推進します。 

 

（３）飲酒運転等をした者に対する指導等 

 ［現状］ 

飲酒運転を繰り返す者には、その背景にアルコール依存症の問題がある可能

性があること、また、アルコール依存症が自殺の危険因子の一つであることが

指摘されています。さらに、飲酒の結果、理性の働きが抑えられること等によ

る暴力との関係、身体運動機能や認知機能が低下することによる様々な事故と

の関連も指摘されています。 

このため、アルコール健康障害に関連して飲酒運転、暴力行為、虐待、自殺

未遂等をした者やその家族に対し、必要に応じて、適切な支援をしていくこと

が求められています。 

［目標］ 

飲酒運転等をした者やその家族について、精神保健福祉センターや保健所等

を中心とした地域の関係機関の連携により、適切な支援につなぐ体制を構築す

ることを目標として以下の施策を実施します。 

 

 

 

○具体的な取組に係る記

述を追加・修正 
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［具体的な取組］ 

○飲酒運転等をした者に対する指導等 

・飲酒運転違反者に対する取消処分者講習等において、ＡＵＤＩＴ（オーデ

ィット）を実施し、その評価結果から、必要に応じて減酒支援（ブリーフ

インターベンション）を行い、アルコール依存症が疑われる者に対しては、

専門医療機関への受診や相談拠点への相談を促します。 

 

   ・飲酒運転で検挙された道内居住の違反者に対して送付する「行政処分関係

書類」に保健指導を勧奨する文書を同封し、保健指導を実施します。 

   ・飲酒運転事犯者に対しては、刑事施設や保護観察所における指導等を行う

際に、相談機関の紹介や自助グループ等の支援活動、医療機関等の専門治

療につなげる取組を推進します。 

  ○暴力・虐待・自殺未遂等をした者に対する指導等 

・暴力・虐待、酩酊による事故を起こした者や自殺未遂者について、アルコ

ール依存症等が疑われる場合には、精神保健福祉センター・保健所等を中

心として地域の関係機関が連携し、本人やその家族を、アルコール関連問

題の相談や自助グループ等の行う節酒・断酒に向けた支援、専門医療機関

等における治療につなぐための取組を推進します。 

   ・保健所、市町村等が開催する地域ケア会議や要保護児童対策地域協議会等

の事例検討においては、暴力、虐待等の問題がある場合、不適切な飲酒の

有無やアルコール依存症への対応についても検討し、必要に応じて関係機

関と連携し支援を行います。 

   ・アルコール依存症が自殺の危険因子の一つであることから、北海道自殺対

策行動計画に基づき、その背景にある社会的・経済的要因の視点も踏まえ

つつ、アルコール問題に関する関係機関等とも連携し、啓発、相談窓口の

整備、人材養成、自殺未遂者の再度の自殺企図の防止等の自殺対策を推進

します。 

 

 

 

 

（４）相談支援 

 ［現状と課題］ 

アルコール関連問題に関する相談は、精神保健福祉センター、保健所のほか、

市町村や自助グループ等によって行われていますが、依然として本人や家族が

相談窓口にたどりつかず、必要な支援につながらないケースも少なくない状況

があります。 

 ［目標］ 

   アルコール関連問題を有している者とその家族が適切な支援を受けられる

ように相談から治療、回復までに至る過程において、情報共有と連携の促進を

図り、切れ目のない支援体制を構築することを目標に以下の施策を実施しま

 ［具体的な取組］ 

○飲酒運転等をした者に対する指導等 

・飲酒運転違反者に対する取消処分者講習等において、アルコール使用障害

スクリーニング（ＡＵＤＩＴ）を実施し、その評価結果から、必要に応じ

て減酒支援（ブリーフインターベンション）を行い、アルコール依存症が

疑われる者に対しては、専門医療機関への受診や相談拠点への相談を促し

ます。 

・飲酒運転で検挙された道内居住の違反者に対して送付する「行政処分関係

書類」に保健指導を勧奨する文書を同封し、保健指導を実施します。 

・飲酒運転事犯者に対しては、刑事施設や保護観察所における指導等を行う

際に、相談機関の紹介や自助グループ等の支援活動、医療機関等の専門治

療につなげる取組を推進します。 

〇暴力・虐待・自殺未遂等をした者に対する指導等 

・暴力・虐待、酩酊による事故を起こした者や自殺未遂者について、アルコ

ール依存症等が疑われる場合には、精神保健福祉センター・保健所等を中

心として地域の関係機関が連携し、本人やその家族を、アルコール関連問

題の相談や自助グループ等の行う節酒・断酒に向けた支援、専門医療機関

等における治療につなぐための取組を推進します。 

・保健所、市町村等が開催する地域ケア会議や要保護児童対策地域協議会等

の事例検討においては、暴力、虐待等の問題がある場合、不適切な飲酒の

有無やアルコール依存症への対応についても検討し、必要に応じて関係機

関と連携し支援を行います。 

・アルコール依存症が自殺の危険因子の一つであることから、アルコール依

存症が疑われる者について、地域の関係機関が連携の上、必要に応じて精

神科医療につなげるとともに、北海道自殺対策行動計画に基づき、その背

景にある心理社会的・経済的要因の視点も踏まえつつ、精神科医療、保健、

福祉等の各施策の連動性を高め、包括的な対応を推進します。また、自殺・

うつ・アルコール問題の相互の関連性を踏まえ、相談機関の連携体制の整

備、総合的な相談対応ができる人材養成、自殺予防の啓発や飲酒後の自殺

未遂者の再度の自殺企図の防止等の対策を推進します。 

 

（４）相談支援 

［現状］ 

アルコール関連問題に関する相談は、精神保健福祉センター、保健所のほか、

市町村や自助グループ等によって行われていますが、依然として本人や家族が

相談窓口にたどりつかず、必要な支援につながらないケースも少なくない状況

があります。 

［目標］ 

アルコール関連問題を有している者とその家族が適切な支援を受けられる

ように相談から治療、回復までに至る過程において、情報共有と連携の促進を

図り、切れ目のない支援体制を構築することを目標に以下の施策を実施しま

○具体的な取組に係る記

述を修正 
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す。 

［具体的な取組］ 

  ○相談支援体制の構築 

・道立精神保健福祉センターを全道の中心となる相談拠点とし、複雑又は困

難な相談に対応します。また、保健所及び保健所設置市を各地域の相談拠

点として位置づけ、市町村や自助グループ等の関係団体と連携した相談支

援体制を構築します。 

・道立精神保健福祉センターや保健所等から、適切な医療機関を紹介するほ

か、必要に応じて自助グループを紹介するなど、断酒や減酒に向けた支援

を行います。 

・保健所による中小企業への普及啓発や出前講座、保健所主催のミーティン

グの開催等の取組を促進するなど、地域及び職域での様々な場面における

相談支援を充実します。 

・大規模自然災害、感染症の流行等の危機に際しても、依存症当事者やその

家族が回復に向けた取組を継続できるよう地域の関係機関と連携し支援

を行います。 

   ・相談窓口や関係機関を掲載した「アルコール健康障害対策支援機関アクセ

スマップ」を随時更新し、ホームページへの掲載や、住民や関係機関へ配

布するなど、周知啓発活動を行います。 

○相談支援従事者の育成 

   ・治療拠点機関、精神保健福祉センターにおいて、保健所及び児童福祉部門

を含むアルコール関連問題に関する関係機関に対し、従事者の研修、啓発

等を行うことにより、相談支援を行う者の人材育成、関係機関の連携体制

の強化を図ります。 

 

３ 再発予防（三次予防） 

（１）社会復帰への支援 

 ［現状と課題］ 

   アルコール依存症の当事者が断酒・減酒を継続するためには、医療機関への

通院や自助グループの活動等への参加が必要となります。そのため、職場等に

おける周囲の理解や配慮が重要となりますが、職場を含む社会全体において、

アルコール依存症に関する正しい知識や理解がまだ充分に普及されていると

は言い難いことから、各種の支援制度の利用につながりにくいことが考えられ

ます。 

 ［目標］ 

   アルコール依存症が回復する病気であること等のアルコール依存症に対す

る正しい知識と理解を進め、就労や復職における必要な支援を行うとともに、

地域における自助グループや回復施設との情報共有や必要な連携を図り、社会

復帰を促進することを目標として以下の施策を実施します。 

［具体的な取組］ 

  ○アルコール依存症からの回復支援 

す。 

［具体的な取組］ 

〇相談支援体制の構築 

・道立精神保健福祉センターを全道の中心となる相談拠点とし、複雑又は困

難なものに対する相談対応を行います。また、保健所を各地域の相談拠点

として位置づけ、市町村や自助グループ等の関係団体と連携した相談支援

体制を構築します。 

・道立精神保健福祉センターや保健所から、適切な医療機関を紹介するほか、

必要に応じて自助グループを紹介するなど、断酒や減酒に向けた支援を行

います。 

・保健所による中小企業への普及啓発や出前講座、保健所主催のミーティン

グの開催等の取組を促進するなど、地域及び職域での様々な場面における

相談支援を充実します。 

・大規模自然災害、感染症の流行等の危機に際しても、依存症当事者やその

家族が回復に向けた取組を継続できるよう地域の関係機関と連携し支援

を行います。 

・相談窓口や関係機関を掲載した「アルコール健康障害対策支援機関アクセ

スマップ」を配布するなど、周知啓発活動を行います。 

 

〇相談支援従事者の育成 

・依存症治療拠点機関、精神保健福祉センターにおいて、保健所及びアルコ

ール関連問題に関する関係機関に対し、従事者の研修、啓発等を行うこと

により、相談支援を行う者の人材育成、関係機関の連携体制の強化を図り

ます。 

 

３ 再発予防（三次予防） 

（１）社会復帰への支援 

 ［現状］ 

アルコール依存症の当事者が断酒・減酒を継続するためには、医療機関への

通院や自助グループの活動等への参加が必要となります。そのため、職場等に

おける周囲の理解や配慮が重要となりますが、職場を含む社会全体において、

アルコール依存症に関する正しい知識や理解がまだ充分に普及されていると

は言い難いことから、各種の支援制度の利用につながりにくいことが考えられ

ます。 

［目標］ 

アルコール依存症が回復する病気であること等のアルコール依存症に対す

る正しい知識と理解を進め、就労や復職における必要な支援を行うとともに、

地域における自助グループや回復施設との情報共有や必要な連携を図り、社会

復帰を促進することを目標として以下の施策を実施します。 

［具体的な取組］ 

○アルコール依存症からの回復支援 

○具体的な取組に係る記

述を修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○具体的な取組に係る記

述を追加 
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・アルコール依存症は、治療や回復に向けた支援を行うことにより回復でき

る病気であり、社会復帰が可能であること等、職域を含めた社会全体に啓

発し、アルコール依存症に対する理解を促します。 

・自助グループの活動や回復施設等の取組について関係機関で情報を共有

し、相談者が適切な支援につながるよう情報提供を行い、自助グループ及

び回復施設の活用につなげます。 

・本人の治療・回復には、家族の協力が重要であり、アルコール依存症への

理解を深められるよう、支援や治療に関する情報の提供を行います。また、

家族自身についても、本人がアルコール依存症であることにより、様々な

悩みや問題を抱えることとなることから、本人に対してと同様、関係機関

と連携して、必要な支援を行います。 

・職域においては、就労及び復職が偏見なく行われるよう、職場における理

解や支援を促進します。 

 

（２）民間団体の活動に対する支援 

 ［現状と課題］ 

アルコール依存症の回復においては、自助グループが重要な役割を果たして

いますが、高齢化や問題の複雑化を背景に、参加者の確保、活動の活性化、周

知方法の改善が課題となっています。行政機関や専門医療機関との連携や交流

は徐々に進んでいるものの、こうした自助グループや普及啓発や相談等の活動

を行っている民間団体と連携し、その機能を活用するとともに、必要な支援を

行っていくことが求められています。 

 ［目標］ 

道、市町村において、アルコール依存症の回復等に地域での重要な役割を果

たしている自助グループや民間団体の活動の活性化支援や、道民への幅広い周

知を目標として、以下の施策を実施します。 

［具体的な取組］ 

  ○自助グループ等との連携推進 

   ・精神保健福祉センター、保健所、市町村等においては、自助グループや回

復施設を地域の貴重な社会資源とし、相談等の事業を協働して実施すると

ともに活動の周知に協力し、必要な支援を行います。 

   ・自助グループや回復施設を利用した回復者の体験談や回復事例などを広く

道民に紹介すること等により、回復支援における自助グループや回復施設

の役割や意義を広く啓発し、社会全体での自助グループに関する認知度を

高めます。また、アルコール依存症者の回復支援に当たっては、その家族

への支援や女性及び高齢者特有の問題に配慮した対応が必要であること

を周知します。 

   ・アルコール関連問題について、自助グループや関係団体等と連携し、より

効果的な啓発の取組を推進します。 

  ○自助グループ等への支援 

・自助グループ等が活動しやすいように、関係機関と連携を図り、現状と課

・アルコール依存症は、治療や回復に向けた支援を行うことにより回復でき

る病気であり、社会復帰が可能であること等、職域を含めた社会全体に啓

発し、アルコール依存症に対する理解を促します。 

・自助グループの活動や回復施設等の取組について関係機関で情報を共有

し、相談者が適切な支援につながるよう情報提供を行い、自助グループ及

び回復施設の活用につなげます。 

・本人の治療、回復には、家族の協力が重要であり、家族に対し、当事者と

同様の支援や治療に関する情報を提供することにより、家族自身がアルコ

ール依存症への理解を深められるよう支援します。 

 

 

・職域においては、就労及び復職が偏見なく行われるよう、職場における理

解や支援を促進します。 

 

（２）民間団体の活動に対する支援 

［現状］ 

  アルコール依存症の回復においては、自助グループが重要な役割を果たして

いますが、高齢化や問題の複雑化を背景に、参加者の確保、活動の活性化、周

知方法の改善が課題となっています。行政機関や専門医療機関との連携や交流

は徐々に進んでいるものの、こうした自助グループや普及啓発や相談等の活動

を行っている民間団体と連携し、その機能を活用するとともに、必要な支援を

行っていくことが求められています。 

［目標］ 

  道、市町村において、アルコール依存症の回復等に地域での重要な役割を果

たしている自助グループや民間団体の活動の活性化支援や、道民への幅広い周

知を目標として、以下の施策を実施します。 

［具体的な取組］ 

 ○自助グループ等との連携推進 

  ・精神保健福祉センター、保健所、市町村等においては、自助グループ等を

地域の貴重な社会資源とし、相談等の事業を協働して実施するとともに活

動の周知に協力し、必要な支援を行います。 

  ・自助グループや回復施設を利用した回復者の体験談や回復事例などを広く

道民に紹介すること等により、回復支援における自助グループの役割や意

義を広く啓発し、社会全体での自助グループに関する認知度を高めます。

また、アルコール依存症者の回復支援に当たっては、その家族への支援や

女性及び高齢者特有の問題に配慮した対応が必要であることを周知しま

す。 

  ・アルコール関連問題に関する啓発に関し、自助グループや関係団体等と連

携し、より効果的な理解促進のための取組を推進します。 

 ○自助グループ等への支援 

・自助グループ等が活動しやすいように、関係機関と連携を図り、それぞれ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○具体的な取組に係る記

述を修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○自助グループ等への支

援について、取組を追
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題を整理し共有するとともに、それぞれの団体の機能に応じた役割を果た

す機会や場所を提供するなど、自助グループ等の活動の支援に努めます。 

 

４ 共通 

（１）連携協力体制の構築 

［現状と課題］ 

地域の実情に応じたアルコール健康障害対策を総合的に推進するための体

制づくりが必要です。 

［目標］ 

連携協力体制の構築に向けて以下の施策を実施します。 

［具体的な取組］ 

○地域における連携協力体制の構築 

・地域における医療機関・行政・民間支援団体等の関係機関の役割を整理し、

相互の情報共有や協力体制により適切な相談や治療、回復支援までつなげ

る連携体制の構築に努めます。 

○相談支援体制の構築 

・道立精神保健福祉センターを全道の中心となる相談拠点とし、複雑又は困

難な相談に対応します。また、保健所及び保健所設置市を各地域の相談拠

点として位置づけ、市町村や自助グループ等の関係団体と連携した相談支

援体制を構築します。 

○医療連携の推進（再掲） 

・専門医療機関及び治療拠点機関を中心に、内科等のかかりつけ医や産業医、

アルコール依存症の治療を実施していない精神科医療機関、民間団体等の

関係機関との連携強化を図ります。 

 

（２）人材の確保 

［現状と課題］ 

アルコール等依存症は適切な医療や支援につながりにくい特徴があること

から、本人・家族に関わる相談者が早期に気づくこと、相談を受けた際には適

切に支援に結びつける等の対応が求められていることから、相談・支援従事者

等の人材育成が求められています。 

［目標］ 

地域の医療提供体制や相談支援体制の整備とともに、質の向上を図るため、

関連する業務に従事する人材の育成及び質の向上を目標として、以下の施策を

実施します。 

［具体的な取組］ 

〇職域における対応の促進（再掲） 

・アルコール健康障害に関する産業保健スタッフ等への研修や人事労務担当

者等を対象とした事業者向けセミナーの充実を図ります。 

〇相談支援従事者の育成（再掲） 

・治療拠点機関、精神保健福祉センターにおいて、保健所及び児童福祉部門

の団体の機能に応じた役割を果たす機会や場所を提供するなど、自助グル

ープ等の活動の支援に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加 

 

 

○項目を追加（ギャンブ

ル等依存症対策推進計

画と揃える） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

を含むアルコール関連問題に関する関係機関に対し、従事者の研修、啓発

等を行うことにより、相談支援を行う者の人材育成、関係機関の連携体制

の強化を図ります。 

〇アルコール健康障害に係る医療の質の向上（再掲） 

・アルコール依存症が疑われる者を適切な治療に結び付けるため、内科等の

かかりつけ医や産業医等に対して、早期介入の手法を含むアルコール依存

症等の研修を実施します。 

・アルコール健康障害に係る治療やリハビリテーション、相談に関わる医師、

作業療法士やソーシャルワーカーなどの医療従事者の人材育成を図りま

す。 
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４ 施策の体系図  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 施策の体系図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○項目を追加（ギャンブ

ル等依存症対策推進計

画と揃える） 

 
重点目標 施　策

○ 20歳未満の者、若い世代、妊産婦、女
性、高齢者等への飲酒のリスクに関する
教育や啓発の推進

○ 依存症に対する誤解や偏見の解消に向け
た正しい知識・理解の啓発の推進

○ 健康診断や保健指導等を機会とした早期
介入・早期治療

○
早期介入できる人材の育成と支援機関の
連携

○ 職域における対応の促進

○ 専門医療機関及び治療拠点機関の整備

○ アルコール健康障害に係る医療の質の向
上

○ 医療連携の推進

○ 飲酒運転等をした者に対する指導等

○ 暴力・虐待・自殺未遂等をした者に対す
る指導等

○ 相談支援体制の構築

○ 相談支援従事者の育成

○ 自助グループ等への支援

⑦社会復帰への支援 ○ アルコール依存症からの回復支援

⑧民間団体等の活動に対する支援 ○ 自助グループ等との連携推進

③健康診断及び保健指導

④医療の充実等

　アルコール健康障害
に関する予防及び相談
から治療、回復支援に
至る切れ目のない支援
体制を整備

⑤飲酒運転等をした者に対する指導等

⑥相談支援

北海道アルコール健康障害対策推進計画　施策体系図

取　組

　飲酒に伴うリスクに
関する知識の普及を徹
底し、将来にわたるア
ルコール健康障害の発
生を予防

①教育、広報等による普及啓発の推進

②不適切な飲酒の誘因の防止
○ 20歳未満の者への販売禁止、酒類提供禁

止の周知徹底

発

生

予

防

一

次

進

行

予

防

二

次

【計画の推進体制】

「北海道アルコール健康障害対策推進会議」における取組の成果と課題の検証

【基本方針】

１ 正しい知識の普及や不適切な飲酒を防止する社会づくり

２ 誰もが相談できる相談場所と、必要な支援につなげる相談支援体制づくり

３ 医療における質の向上と連携の促進
４ アルコール依存症者が円滑に回復、社会復帰するための社会づくり

（
）

（
）

再

発

予

防

三

次
（

）

重点目標 施　策

○ 20歳未満の者、若い世代、妊産婦、女
性、高齢者等への飲酒のリスクに関する
教育や啓発の推進

○ 依存症に対する誤解や偏見の解消に向け
た正しい知識・理解の啓発の推進

○ 健康診断や保健指導等を機会とした早期
介入・早期治療

○
早期介入できる人材の育成と支援機関の
連携

○ 職域における対応の促進

○ 専門医療機関及び治療拠点機関の整備

○ アルコール健康障害に係る医療の質の向
上

○ 医療連携の推進

○ 飲酒運転等をした者に対する指導等

○ 暴力・虐待・自殺未遂等をした者に対す
る指導等

○ 相談支援体制の構築

○ 相談支援従事者の育成

○ 自助グループ等への支援

⑦社会復帰への支援 ○ アルコール依存症からの回復支援

⑧民間団体等の活動に対する支援 ○ 自助グループ等との連携推進

⑥相談支援

北海道アルコール健康障害対策推進計画　施策体系図

取　組

　飲酒に伴うリスクに関
する知識の普及を徹底
し、将来にわたるアル
コール健康障害の発生を
予防

①教育、広報等による普及啓発の推進

②不適切な飲酒の誘因の防止
○ 20歳未満の者への販売禁止、酒類提供禁

止の周知徹底

③健康診断及び保健指導

④医療の充実等

　アルコール健康障害に
関する予防及び相談から
治療、回復支援に至る切
れ目のない支援体制を整
備

⑤飲酒運転等をした者に対する指導等

発

生

予

防

一

次

進

行

予

防

二

次

【計画の推進体制】

「北海道アルコール健康障害対策推進会議」における取組の成果と課題の検証

【基本方針】

１ 正しい知識の普及や不適切な飲酒を防止する社会づくり

２ 誰もが相談できる相談場所と、必要な支援につなげる相談支援体制づくり

３ 医療における質の向上と連携の促進

４ アルコール依存症者が円滑に回復、社会復帰するための社会づくり

（
）

（
）

再

発

予

防

三

次

（
）

⑨連携協力体制の構築

○地域における連携協力体制の構築

○相談支援体制の充実（再掲）

○医療連携の推進（再掲）

⑩人材の確保 ○職域における対応の促進（再掲）

○相談支援従事者の育成（再掲）

○医療の質の向上（再掲）

共

通

アルコール健康障

害対策の基盤整備
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第Ⅳ章 推進体制等 

 

１ 関連施策との有機的な連携 

アルコール健康障害対策の推進にあたっては、関連施策との有機的な連携が図

られるよう道関係部局との連絡・調整等を行います。  

国、市町村、酒類関係事業者、医師等の医療関係者、健康増進事業実施者等と

の連携強化を図ります。 

 

２ 推進体制 

保健・医療・福祉や教育、当事者団体、酒類関係事業者等からなる「北海道ア

ルコール健康障害対策推進会議」（以下、「推進会議」という。）において、本計画

の取り組みの成果と課題を検証し、アルコール健康障害対策の総合的かつ計画的

な推進に向けて検討・協議を進めます。  

また、必要に応じて「部会」を設け、具体的な施策や連携体制等について検討

するとともに、道関係部局で構成する「アルコール健康障害対策庁内連絡会議」

を開催し、アルコール健康障害の現状等について共通認識を持ちながら、施策・

事業の展開に向けた協議を進めます。  

 

３ 計画の見直し 

法第 14 条第３項に基づき、道計画の重点目標の達成状況を確認し、アルコー

ル健康障害対策の効果の評価を行います。この評価を踏まえ、検討を行った上で

必要があると認めるときには、推進会議の意見を聴いて、道計画の変更を行いま

す。 

 

 

 

第Ⅳ章 推進体制等 

 

１ 関連施策との有機的な連携 

アルコール健康障害対策の推進にあたっては、関連施策との有機的な連携が図

られるよう道関係部局との連絡・調整等を行います。  

国、市町村、酒類関係事業者、医師等の医療関係者、健康増進事業実施者等と

の連携強化を図ります。 

   

２ 推進体制 

保健・医療・福祉や教育、当事者団体、酒類関係事業者等からなる「北海道ア

ルコール健康障害対策推進会議」（以下、「推進会議」という。）において、本計画

の取り組みの成果と課題を検証し、アルコール健康障害対策の総合的かつ計画的

な推進に向けて検討・協議を進めます。  

また、必要に応じて「部会」を設け、具体的な施策や連携体制等について検討

するとともに、道関係部局で構成する「アルコール健康障害対策庁内連絡会議」

を開催し、アルコール健康障害の現状等について共通認識を持ちながら、施策・

事業の展開に向けた協議を進めます。  

 

３ 計画の見直し 

基本法第 14 条第３項に基づき、道計画の重点目標の達成状況を確認し、アル

コール健康障害対策の効果の評価を行います。この評価を踏まえ、検討を行った

上で必要があると認めるときには、推進会議の意見を聴いて、道計画の変更を行

います。 

 

 


